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平 面 図
（事業対象範囲と貸付範囲（収益施設設置可能範囲））

収益施設①
A=169.56㎡

収益施設②-Ⓐ （180㎡）

（別紙２）

凡 例

事業対象範囲

収益施設設置可能範囲
（貸付可能範囲）

事業対象範囲
（面積A=4,637.60㎡）

事業対象範囲面積 A=4,637.60㎡

うち、貸付面積（収益施設①＋収益施設②） A=  349.56㎡

収益施設① A①= 169.56㎡

収益施設② （※ Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ範囲内で180㎡)
※ 収益施設の大きさは75㎡以内とする

A②=  180.00㎡
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小樽港クルーズターミナル

（仮称）第３号ふ頭基部緑地

第３号ふ頭及び周辺鳥瞰図

小型船だまり

小樽港観光船ターミナル



（仮称）第３号ふ頭基部緑地 イメージ図
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参 考 図
（収益施設の例）

収益施設①

収益施設② （A～Eの5箇所）

凡 例

収益施設設置範囲
（貸付面積）

貸付面積（収益施設①＋収益施設②） A=  349.56㎡

収益施設① A①= 169.56㎡

収益施設② （※ A～Eの5箇所：36㎡×5箇所) A②=  180.00㎡


